
  

総論
第4章  今後における障害者対策の方向

今後における障害者対策の在り方については,国際障害者年を契機に国際障害者年国内長期行動計画の在
り方を審議している中央心身障害者対策協議会をはじめとして,各方面で活発に論議されている。

本章では,今後の障害者対策の主要な課題は何かということに主眼を置いて述べていくことにする。 
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総論
第4章  今後における障害者対策の方向
第1節  障害者対策をめぐる諸情勢の変化

近年,障害者の態様,障害者の意識,福祉思想に大きな変化がみられるが,今後の障害者対策推進に当たって
はこれらの変化を十分踏まえていく必要がある。

その第1は,第1章第3節で障害者の動向について述べたように我が国の人口構成の高齢化,国民の疾病構造
の変化等に伴って,障害者の高齢化,障害の複雑化,重度化が進行していることである。

例えば,身体障害者の場合で言えば,その半数以上は,60歳以上の高齢者で占められるに至っており,今後の
我が国の人口の急速な高齢化を考えると,脳卒中などによる障害者や交通事故等の事故による障害のよう
に社会の高度化,複雑化と密接な関係のある障害者の増とあいまって障害者が絶対数においても,また,全人
口に対する割合においても増加していくと考えられる。

試みに,第1章第2節の1でみた「身体障害者実態調査」による身体障害者の年齢階級別の対人口比率が現
状のまま推移すると仮定して,人口高齢化に伴って将来の身体障害者数がどうなるか,人口高齢化の影響の
みを試算してみると,20年後の昭和75年には,55年の約200万人から300万人余へと5割以上増加することに
なる。対人口比率では2.4%から3.0%へ高まり,身体障害者のうち老人の占める割合は60歳以上,65歳以上
のいずれでみても10%近く上昇することになる(第4-1表)。

第4-1表 今後の身体障害者数の試算結果

このように高齢化社会を迎える我が国において,障害者に関する諸問題は更に重要になると考えられる。

第2は,障害者の高齢化,障害の複雑化,重度化に伴い,障害者のニーズが多様化するとともに,障害者自身の意
識にも変化がみられることである。多様化するニーズへの対応については,障害の種類,原因,年齢等の状況
によってニーズも異なることに配慮し,障害者の選択が可能となるよう対策面の多様化が必要となる。

また,障害者のリハビリテーションに対する関心が高まるとともに,一人の人間として家庭や地域での自立
した生活を求め,積極的に社会に参加したいという意識が強まってきており,このための社会的条件の整備
が重要な課題となる。

第3は,福祉思想の発展である。従来,障害者福祉に関して,障害者を憐憫とか慈善の対象とみて,ともすれば
特別な処遇を隔離的に受けることを当然とするような傾向のあったことは否定できない。しかし,近年,障
害者対策を含む社会福祉施策の根底となる福祉思想は,対象となる人々の生活の自立を確保し,かつ,社会へ
の参加を強調するようになってきている。その結果,施設への単なる収容保護から在宅福祉を中心におい
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た地域福祉の考え方に重点が移ってきている。

こうした考え方を集約的に表したのが序章第3節の3で紹介した「ノーマライゼーション」の考え方,すな
わち,障害者をできる限り通常の人々と同じ生活を送ることを可能になるようにすべきだという考え方で
あり,今後はこうした考え方に基づく施策の展開が一層重要性を増してこよう。
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総論
第4章  今後における障害者対策の方向
第2節  今後の障害者対策の方向
1  障害者福祉の理念の確立

序章第3節の1で国際連合の考え方を紹介したように,障害という概念は,1)機能障害,2)能力障害,3)社会的
不利の三つの次元でとらえられ,それぞれを区分して認識することが重要であるとされている。障害者対
策をこの三つの次元との関連で考えると,第1の機能障害に対しては医学的リハビリテーションを行うこと
により,また,第2の能力障害に対しては,残存機能の活用等によってそれぞれのレベルにおける障害をでき
るだけ小さくしようとすることである。

この二つは,障害者の方から社会とのかかわりを深めていくための対策であるのに対して,第3の社会的不
利については,生活環境の整備等により健常者や社会が障害者の方に歩み寄り,機能障害ができるだけ社会
的不利とならないような条件整備を総合的に行おうとするものである。

両者が相互に歩み寄ることこそ真に社会連帯に基づく障害者対策ということができよう。

また,障害者対策の目標も障害者を単に保護すべき客体としてでなく,自立自助すべき主体としてとらえる
必要がある。

障害者といっても一人一人その態様は異なっている。就労や経済的自立が可能な障害者もいれば,そうし
たことが困難な障害者もいる。序章第3節の2の「リハビリテーションの理念」で述べたように,リハビリ
テーションの本来の目的は,障害者が一人の人間として,その障害にもかかわらず人間らしく生きることが
できるようにすることにある。したがって就労,経済的自立が困難な障害者に対して,日常生活が自立して
行えるように日常生活能力の回復を含めた援護をしていくことは,障害者対策の一つの大きな目標とな
る。更に,日常生活の自立も望めない障害者もいるが,こうした障害者が人間の尊厳を確保できるようにす
ることも重要な課題である。
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総論
第4章  今後における障害者対策の方向
第2節  今後の障害者対策の方向
2  一貫性ある施策体系の樹立

第3章の各節でみたように障害者対策は,保健医療,福祉,所得保障,教育,雇用等広範囲な分野にわたってお
り,行政機関の面でも各省庁,各機関にまたがっている。しかし,これらは全体として広い意味で障害者の自
立を促進していくという共通の目標をもっており,この共通の目標に向けて,長期的観点にたってこれらの
各種施策の総合性,一貫性を確保していく必要があり,そのための総合的推進体制の整備が必要である。

例えば,職業に就いていた人が障害者となった場合,再び職業に復帰するためには,医学的リハビリテーショ
ン,日常生活訓練,職業訓練と有機的に一連のステップを踏んでいける総合的リハビリテーテョン体制の確
立が必要である。

その一例として,国立身体障害者リハビリテーションセンターでは,医学的リハビリテーション,日常生活訓
練等を行い,隣接する国立職業リハビリテーションセンターでは,それに引き続き職業的リハビリテーショ
ンを行い,両者あいまってできるだけ早期に,しかも円滑に社会複帰ができるような体制がつくられてい
る。このような体制は,障害者がより利用しやすくするため地域的に整備されていく必要がある。

また,施策の一貫性を確保するためには,障害者のライフ・サイクルに応じて適切な対応がなされていくこ
とが重要となる。児童期には治療訓練や生活指導,青壮年期には職業訓練や社会生活への適応,老年期には
医療や介護にサービス内容のウエイトが移っていくように,ライフ・サイクルの各段階で対応する施策が
異なってくる。

したがって,障害者のライフ・サイクルの各段階において,障害の種類と程度に応じて,各種の施策が総合
的,体系的に用意され,障害者の全生涯にわたる多様なニーズへの適切な対応が図られなければならない。
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総論
第4章  今後における障害者対策の方向
第2節  今後の障害者対策の方向
3  発生予防,早期発見,早期療育対策の充実強化

障害の発生の原因については,まだ解明されていない点が少なくない。しかし,最近の医学の進歩により,例
えば,妊娠中又は分べん周辺期の疾病等によって障害が発生している例が多いことが分かってきている。

したがって,障害の発生予防の観点からの母子保健対策の充実強化,特に,周産期における妊婦の健康管理が
大切な課題となる。

更に障害発生のメカニズムについては,第3章第3節の5で紹介したように心身障害研究費等によって研究
が続けられているが,医学をはじめ関連学問分野の英知を集めて研究が推進される必要がある。

一方,第3章第3節の1で脳卒中患者について述べたように,障害が発生した場合においても,近年,医学,特に
リハビリテーション医学の進歩とともに,早期に適切な治療,訓練を行えば,障害をかなり軽減,除去できる
ようになってきているものもある。

したがって,障害を早期に発見し,早期療育に結びつけることが,発生予防対策とともに重要となる。

今後,一層この分野における研究開発の進展が望まれるところである。また,早期療育を効果的に実施する
ため,療育施設の有機的連携を図り,ネットワークシステムを形成していくことも重要である。

更に,第3章第3節の1で述べたように,交通事故,労働災害等による損傷患者数の増加がみられるが,これらの
事故による障害の発生は人為的な側面が強く,その予防対策も重要な課題となる。交通事故については,老
人と子供の交通事故防止対策等,労働災害については,建設業における総合的労働災害防止対策等この方面
での対策が更に強化されていかなければならないであろう。

また人口構成の高齢化に対応して,脳卒中など障害を残しやすい疾病の予防対策の充実を図っていく必要
があろう。
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総論
第4章  今後における障害者対策の方向
第2節  今後の障害者対策の方向
4  福祉サービスの充実強化
(1)  在宅福祉対策の在り方

人間にとって,基本的な生活の場は家庭であり,障害者においても,可能な限り,家庭の一員として家族との
暖いふれあいの中で生活をするとともに,地域社会にその一員として参加できる方向に今後の施策の重点
を移していく必要がある。

雇用,教育,住宅,生活環境等に関する施策がこのための前提となるが,同時に在宅福祉対策についてもその
充実を図っていく必要がある。第3章第4節の2でみたように在宅福祉対策については,近年,ようやく本格
化してきたが,これは,社会経済の発展に伴って,リハビリテーション医療,補装具等の科学技術が進歩する
とともに,人的物的な社会資源が在宅対策として活用できるような社会的条件が整いつつあることもその
要因とみられる。

今後一層その推進を図り,障害者が健常者と同様に社会の平等な一員として家庭や地域社会で生活を営む
ことができるようにしていく必要がある。

在宅福祉対策といっても様々であり,障害の種類,程度等によって障害者のニーズは多様であるが,例えば,
精神薄弱児・者及び身体障害児の保護者が家庭で養育していくための条件をどう考えているかを「心身
障害児(者)調査」によってみると,通園,通所施設が利用できるようになっていることを条件にあげる者が
最も多い。保護者が健在であること,健在でなくなった時に残された者の施設入所が保障されていること
がこれに次いでいる。このように精神薄弱児・者や身体障害児の場合,在宅福祉のための条件としては,通
所施設の整備に重点が置かれることが必要である。

これ以外に,障害者を家庭で保護している場合は,第3章第4節の2で障害者の介護の状況をみたように,冠婚
葬祭等で外出が必要な時,病気や事故等で介護ができなくなった時などをはじめとしていろいろな場面で
保護者に負担がかかっており,介護人の派遣,施設での緊急保護事業等の充実を図っていく必要がある。

在宅福祉の充実に当たっては,これまでの在宅福祉サービスは,低所得の障害者に重点を置いていたが,こう
したサービスに対するニーズは低所得者に限られたものでない。今後は,すべての障害者のニーズにこた
えうるようなサービス内容の改善及びサービス供給体制を整備するとともに,応分の負担を前提として,福
祉サービスの対象範囲の拡大について検討を進めていく必要がある。

また在宅福祉の充実ということでは,所得保障の充実も極めて重要である。在宅の障害者にとって所得保
障の充実は基本的な生活基盤となる経済的保障のほかに,様々なニーズに対応するサービスを確保するた
めにも必要である。所得保障については第3章第5節でみたように,年金,手当等各種の制度によって行われ
ているが,従来,ややもすれば,障害者の所得保障体系として,各制度を総合的にとらえる視点に欠けていた
きらいがある。今後は,これらを全体としてとらえて,他の福祉施策等との関連にも留意しながら,その充実
を図り,障害者の経済的自立を促進していくことが必要であろう。
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総論
第4章  今後における障害者対策の方向
第2節  今後の障害者対策の方向
4  福祉サービスの充実強化
(2)  施設対策の在り方

ア  在宅福祉対策との関係

施設対策と在宅対策との関係については,本来どちらか一方を強調すべきものではなく,両方があいまって
はじめて総合的な福祉対策が組み立てられるものであり,両者が有機的連携を保ちつつ相互に役割を補完
し合っていくことが必要となる。 

イ  施設の機能,役割

今後,収容施設,通園・通所施設に期待される機能,役割について述べてみよう。

その第1は,家庭では行えないような専門的な治療,訓練,指導等体系的なリハビリテーションを行うことに
よって専門的機能を果たすことである。

この機能は収容施設に限らず,通園・通所施設にもいえることである。

障害者の生命の維持,障害の治療,訓練等の観点から,施設で処遇することが望ましい場合もある。

第2は,障害の状況等から家庭生活が困難な障害者にとって家庭に代わる生活の場としての機能を果たすこ
とである。

今後,施設の機能を更に充実させていくことが大きな課題である。第1の機能に関して障害者の多様なニー
ズに適切にこたえていけるよう,処遇技術の高度化等その専門性を一層高めていく必要があろう。

また,第2の機能に関しては,自立した生活ができるように施設の運営等で種々の配慮をしていくことが必
要となってくる。同時に,施設は地域社会の中にあって,施設入所者だけに目を向けるのではなく,広くその
地域における在宅障害者の拠り所としての機能を積極的に果たしていくことも期待される。この意味で,
第3章第4節の2(2)で紹介した施設のオープン化対策等を更に進めていく必要がある。 

ウ  施設体系の再編成

現在,障害者に関する福祉施設の種類は30近くあるが,これは障害の種類,程度によって異なる様々なニーズ
に応じて,目的,機能を異にする施設が制度化されてきたからである。
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しかし,今日,施設の機能に重複がみられるなど,障害者の障害の重度化,在宅志向等障害者の実態に適切に
対応した施設体系には必ずしもなっていないとの指摘もある。

こうしたことからも現在の施設体系を見直す必要性が高まってきており,第3章第4節の1(6)で指摘したよ
うに,その体系的再編成を将来的方向として検討する必要がある。
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総論
第4章  今後における障害者対策の方向
第2節  今後の障害者対策の方向
4  福祉サービスの充実強化
(3)  地域福祉の在り方

すべての障害者が必要な時に,必要なサービスが受けられるようにするためには,各種の収容施設,通所・利
用施設,相談・判定機関等が地域的に適正に配置されていなければならない。

この場合の地域の広がりはこの目的に沿ったものであることが必要である。一口に地域の広がりと言っ
ても,経済圏,生活圏,交通圏等があるように,何を念頭に置くかによって当然異なってくるが,障害者の地域
福祉という観点からの地域の広がりというものが考えられよう。すなわち,これは,障害の種類,程度,障害
者のライフ・サイクルに応じて必要とされる基本的なサービスが大体そこで充足される地域のまとまり
である。なお,このまとまりは必ずしも単一のものではなく,目的に応じて重なる(重層的な)構造をもつも
のとなろう。

こうした視点に立って地域内の障害者に関する総合的な地域福祉活動を推進していくことが必要であ
る。したがって,各種の施設の配置もこうした考え方に沿って行われる必要があろう。

近年,多くの地方自治体で,地域福祉計画が策定され,社会福祉の対象を地域レベルでとらえ,すべての住民
の生活問題としてその解決を地域ぐるみで進める活動が行われるようになってきている。
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総論
第4章  今後における障害者対策の方向
第2節  今後の障害者対策の方向
5  医療,福祉サービスを担う人材の確保と資質の向上

障害者に対する医療,福祉サービスが適切に行われるためには,施設,設備等の物的条件とともに,資質の高
い人材の養成確保とその有効な活用が不可欠な条件となっている。

例えば,我が国のリハビリテーション医療の分野は,西欧先進諸国に比べて立ち遅れていると言われている
が,その大きな原因として専門的従事者の不足があげられる。

マンパワーの量的側面では,保母,指導員等の福祉サービス関係の人材は近年かなり充足されてきているが,
医療サービス関係の専門的従事者数は,まだ大幅に不足しており,地域的にも偏在している。

医師については,リハビリテーション医療を専門的に行う医師が不足しているばかりでなく,全般的にみて,
一般の医師のリハビリテーションに対する理解がまだ必ずしも十分とはいえない面がみられる。これは
リハビリテーション医学の講座を有する大学が少ないように,この面に関する医学教育が立ち遅れている
ことが大きな原因となっているといわれている。したがって,今後は大学におけるリハビリテーション面
の医学教育を充実させるとともに,リハビリテーションを専門とする医師の養成のための卒後教育の充実
を図っていくことが必要であろう。

また,理学療法士,作業療法士等の専門従事者は,医療機関だけでなく,福祉施設においても活躍しており,社
会的ニーズが近年とみに高まってきている職種であるが,現状においてその数は大幅に不足している。第3
章第3節の4でみたように,現在の数は,当面の養成目標数に対して,理学療法士は2分の1,作業療法士は4分の
1程度に過ぎない。これらの専門技術者の増加を図っていくため,養成施設の計画的整備を進めていくとと
もに,その前提として教員の不足が養成上の大きなあい路となっていることを勘案し,専任教員の養成を行
う講習会の開催等教員確保のための対策を講じていく必要がある。

一方,保母,指導員等の福祉サービス関係のマンパワーについての今後の課題は,第3章第4節の1(10)で福祉
施設の職員に関する課題として触れたように,今日では量的な問題よりもむしろ質的な問題であろう。本
章の4(2)で施策の機能について述べたように,福祉施設の専門的機能を一層高めていくことが必要である
が,これにこたえられる専門的処遇技術を身につけた資質の高い職員の養成を図っていくことが大きな課
題である。このことは必ずしも施設職員に限らず,在宅福祉サービスを行っているホームヘルパー等の人
達についても同様のことが言えるであろう。

一方,科学技術がこれほどまで進んだ今日,各方面での学術,知識を障害者対策にも振り向けるならば,電動
車いす,電動義手の開発の例にみられるように障害者の生活は大幅に改善されるはずである。この意味で,
各方面での専門家が共通の理念に立って協力し合うことが重要であるが,特に,義肢装具,福祉機器等の開発
における工学関係者の協力が望まれるところである。
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6  生活環境の改善

国際障害者年に当たって,国際連合が示した考え方の中で,最も注目すべき考え方の一つは,「能力障害」と
その社会的結果である「社会的不利」とは異なり,「能力障害」を「社会的不利」とならしめないために
は,社会環境の改善が重要であることを強調している点である。

こうした障害者対策の理念は我が国では既に45年に制定された心身障害者対策基本法,47年12月の中央心
身障害者対策協議会の報告(「総合的な心身障害者対策の推進について」)にも示されているが,障害者の
社会経済活動が阻まれている大きな要因が,障害者を取り巻く物的,社会的環境にあるので,第3章第7節で述
べたとおり,公共建築物,移動・交通手段,道路,住宅等の生活環境について一層の改善を図っていく必要が
ある。
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7  国民の福祉意識の高揚と定着

「完全参加と平等」という国際連合が掲げた目標を実現していくことは決して容易なことではない。

今後,各種の施策が層推進されなければならないが,「完全参加と平等」の意味を考えた場合,行政上の対応
だけでは十分とはいえないであろう。障害者が,仮に必要とする各般の福祉サービス,保健医療サービスが
十分に受けられるようになり,また,所得保障によって生活の安定が図られたとしても,障害者とそれ以外の
国民とが日々の生活において交流をもち,障害者も積極的に社会活動に参加するような社会とならなけれ
ば,「完全参加と平等」とは言えないし,障害者にとって決して住み良い社会とは言えないのではなかろう
か。

「完全参加と平等」や「ノーマライゼーション」とは,正に社会全般と障害者とのかかわり合いの問題で
あり,国民すべてが社会連帯の立場に立ってこそ行政による障害者対策が本来の機能を発揮するとも言え
るであろう。

国民の意識の在り方が重要となるが,第3章第7節の5(1)で,総理府の世論調査によって紹介したように障害
者に対する国民の意識の現状をみると,障害者に対する偏見,無理解は以前に比べれば,次第に取り払われて
きているが,障害者に対してごく自然に手助けを行うことが社会的に定着するには至っていないなど,まだ
十分ではない。しかし,近年,ノーマライゼーションの思想が普及,定着化の方向にあるとみられ,また,市民
が進んで参加するボランティア活動も活発になってきている。一方,障害者においても,生きがいをもって
積極的に社会活動に参加する姿勢が近年強まってきており,音楽,スポーツ,工芸等の余暇文化活動が各地で
展開されている。今後ともこうした社会との結びつきを深めるための活動が大いに発展することが期待
される。障害者に対し,国民が正しい理解を深め福祉の心を醸成していくための施策が積極的に講じられ
ると同時に,国民一人一人がこの問題を改めて考え直し,社会連帯の精神に立って行動していくことが大切
であると考えられる。

参考資料1 各省庁の障害者対策予算の概要
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参考資料2 心身障害者の社会福祉施設の施設数,定員,在所者数及び目的
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参考資料3 「障害者福祉都市」及び「身体障害者福祉モデル都市」の指定状況
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